
も く じ
じは め に

高齢者を支えます

認知症の人の状態に応じたケア（認知症ケアパス）
高齢者を支えるサービス（介護保険以外のサービス）

28
30

介護保険のしくみ

介護保険について 4

サービスの利用のしかた

サービスを利用するために
ケアプランの作成
サービスの利用者負担

6
8
10

利用できるサービス

サービスについて 12

介護保険とは

介護保険ってどんなもの？ 2

みんなで支えあう制度です
　介護保険制度は、わたしたちの住む藤井寺市が運営しています。40歳以上のみな
さんが加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サー
ビスを利用できるしくみとなっています。
　介護サービスや介護予防などの事業の実施のために必要な費用を被保険者・国・
大阪府・藤井寺市が次のような割合で負担しあうことで成り立っています。

●…在宅サービス　◆…施設サービス　★…地域密着型サービス
P14～19 P20・21 P23～25

介護予防・日常生活支援総合事業 26

　介護保険は、本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えあう
ためにつくられた制度です。
　市民のみなさんと藤井寺市、サービス事業者などが一体となって、制度の更な
る充実に努め、介護する人も、介護される人も、住みなれた地域社会の中で安心
して暮らせるまちを築きましょう。

こんなサービスがあります！
●訪問介護／訪問型サービス

●訪問入浴介護

●訪問リハビリテーション

●訪問看護

●居宅療養管理指導

●通所介護／通所型サービス

●通所リハビリテーション

●短期入所生活介護

●短期入所療養介護

P14

P14

P15

P15

P15

P16

P16

P17

P17

P17

P18

P18

P19

P20

P20

P21

P21

P23

P23

P23

P24

P24

P24

P25

P25

P25

●特定施設入居者生活介護

●福祉用具貸与

●特定福祉用具販売

●住宅改修費支給

◆介護老人福祉施設

◆介護老人保健施設

◆介護療養型医療施設

◆介護医療院

★認知症対応型共同生活介護

★地域密着型通所介護

★認知症対応型通所介護

★小規模多機能型居宅介護

★地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

★看護小規模多機能型居宅介護

★定期巡回・随時対応型訪問介護看護

★地域密着型特定施設入居者生活介護

★夜間対応型訪問介護

保険料
50%

公費
50%

国の負担金
25％

大阪府の
負担金
12.5％

藤井寺市の
負担金
12.5％

居宅給付費

保険料
50%

公費
50%

国の負担金
20％

大阪府の
負担金
17.5％

藤井寺市の
負担金
12.5％

施設等給付費

財源の半分が保険料です

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業・
任意事業

標準給付費 地域支援事業費

※第1号保険料、第2号保
険料の割合は、第7期
（2018年度～2020年度）
の数値

※第1号保険料、第2号保
険料の割合は、第7期
（2018年度～2020年度）
の数値

うち5％程度が
調整交付金（ ）

※65歳以上の人
　（第1号被保険者）
　の保険料
　23％

※65歳以上の人
　（第1号被保険者）
　の保険料
　23％

※40歳から64歳
　までの人（第2号
　被保険者）の
　保険料
　27％

※40歳から64歳
　までの人（第2号
　被保険者）の
　保険料
　27％

※65歳以上の人
　（第1号被保険者）
　の保険料
　23％

※40歳から64歳までの人
　（第2号被保険者）の保険料
　27％

※65歳以上の人
　（第1号被保険者）
　の保険料
　23％

※40歳から64歳までの人
　（第2号被保険者）の保険料
　27％

うち5％程度が
調整交付金（ ）

国の負担金
25％

大阪府の負担金
12.5％

藤井寺市の
負担金
12.5％

40歳から64歳までの人
（第2号被保険者）の保険料
27％

65歳以上の人
（第1号被保険者）の保険料
23％

国の負担金
38.5％

大阪府の負担金
19.25％

藤井寺市の
負担金

19.25％

65歳以上の人
（第1号被保険者）の保険料
23％

うち5％程度が
調整交付金（ ）

1


